
豊岡市障害者自立支援協議会設置要綱 

平成22年8月30日豊岡市告示第162号 

改正 平成25年3月27日豊岡市告示第74号 平成30年１月４日豊岡市告示第３号 

（設置） 

第１条 市は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平

成 17 年法律第 123 号）第 89 条の３第１項の規定に基づき、地域における障害福

祉関係者の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備につい

て協議を行うため、豊岡市障害者自立支援協議会（以下「協議会」という。）を置

く。 

（所掌事務） 

第２条 協議会は､次に掲げる事務を所掌する。 

⑴ 障害者の相談支援事業に関すること。 

⑵ 障害福祉関係機関の連携及び支援体制に関すること。 

⑶ 障害者の相談支援に係る解決が困難な事例への対応に関すること。 

⑷ 障害者の自立支援に係る地域の課題への対応に関すること。 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、障害福祉の増進に関し市長が必要と認める事務 

（協議会の構成） 

第３条 協議会は、全体会議及び運営会議で構成する。 

 （全体会議） 

第４条 全体会議は、委員 25 人以内で組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委

嘱又は任命する。 

⑴ 学識経験を有する者 

⑵ 豊岡市区長連合会の構成員 

⑶ 民生委員及び児童委員 

⑷ 権利擁護及び相談支援事業を行う団体の職員 

⑸ 障害者関係団体の代表者 

⑹ 発達及び療育に関する機関の職員 

⑺ 雇用及び就労に関する機関の職員 

⑻ 保健医療機関の職員 

 ⑼ 教育機関の職員 

 ⑽ 関係行政機関の職員 

 ⑾ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者 

（任期） 

第５条 全体会議の委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前

任者の残任期間とする。 

２ 前条の委員がその要件を欠いたときは、その委員は、解任されるものとする。 



３ 委員は、再任されることができる。 

（会長等） 

第６条 全体会議に、会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。 

２ 会長は、会務を総理し、全体会議を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第７条 全体会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 全体会議は、原則として年２回開催するものとする。 

３ 全体会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

４ 全体会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、委員以

外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は必要な説明若しくは資料の提出を求

めることができる。 

 （運営会議） 

第８条 協議会は、その所掌事務についての需要や課題を定期的に集約し、協議会

に提案させるため、運営会議を置く。 

２ 運営会議の委員は、次に掲げる者のうちから、会長が指名する。 

⑴ 相談支援事業者の職員 

⑵ 障害福祉サービス事業者の職員 

⑶ 関係行政機関の職員 

３ 運営会議に代表者を置き、委員の互選により選任する。 

４ 運営会議は、代表者が招集し、代表者が議長となる。 

５ 運営会議は、原則として月１回開催するものとする。 

６ 運営会議の運営に関し必要な事項は、代表者が運営会議に諮って定める。 

（部会及びグループ） 

第９条 協議会は、その所掌事務について必要な調査及び検討を行うための部会並

びに地域課題の抽出を行うためのグループを置くことができる。 

２ 部会及びグループの組織及び運営に関し必要な事項は、会長が全体会議に諮っ

て定める。 

（守秘義務） 

第 10 条 全体会議、運営会議、部会及びグループの委員は、職務上知り得た秘密や

個人に関する情報を他人に漏らしてはならない。その職務を離れた後も、同様と

する。 

（庶務） 

第 11 条 協議会の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。 

（その他） 

第 12 条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が



協議会に諮って定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、告示の日から施行する。 

 （招集の特例） 

２ この要綱の施行後最初に開かれる会議は、全体会議については第７条第１項の

規定にかかわらず、運営会議については第８条第４項の規定にかかわらず、それ

ぞれ市長が招集する。 

附 則（平成25年3月27日豊岡市告示第74号）抄 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成25年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の日の前日までに豊岡市障害者自立支援協議会設置要綱の規

定によりなされた決定、手続きその他の行為は、この要綱による改正後の相当

規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成30年1月4日豊岡市告示第3号） 

 この要綱は、告示の日から施行する。 

 


